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令和７年３月 26 日

第一種フロン類充塡回収業者 様

静岡県くらし・環境部

環境局環境政策課長

フロン類の充塡量及び回収量等に関する報告について

日頃、フロン類回収の推進につきまして、御協力をいただきありがとうございます。

第一種フロン類充塡回収業者は、フロン排出抑制法に基づき、毎年度、フロン類充塡量及び回収

量等を都道府県に報告する義務があります。

つきましては、下記により令和６年度分の充塡量・回収量等の報告をお願いいたします。

記

１ 報告内容

フロン類の種類（CFC、HCFC、HFC）ごとに、静岡県内において第一種特定製品（家庭リサイク

ル法除く）に対し、充塡及び回収したフロン類の量

２ 報告時の留意点

・集計期間：令和６年４月１日～令和７年３月 31 日

・事業所が複数ある場合は、集約・合計した充塡量及び回収量等を報告する。

・充塡量及び回収量は、0.1kg 単位まで記入する。（小数点第一位まで）

・該当がない場合は、空欄とせず「０（ゼロ）」を記入する。

・原則メールでの提出とする。

・年度当初保管量（Ｒ６.４.１）は、昨年度報告した年度末保管量（Ｒ６.３.31）と一致させる。

※記載にあっては、別紙「記載要領」を十分御確認ください。

・充塡、回収量等の報告は法第 47条３項により定められた義務です。報告のない場合は、法 107

条２項により罰則が科される場合があります。

・報告書が未提出の場合、更新、新規登録ができません。

３ 報告様式

静岡県のホームページからダウンロードしてください
https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/kankyo/ondanka/1040677/1016069.html

または 静岡県 フロン 報告 で 検 索

※原則メールにて提出ください。

※昨年度メールアドレスをご報告いただいた方には同じ通知をメールでもお送りしています。

※上記 URL でダウンロードし、必ずエクセル形式のままご提出下さい。

４ 報告期限 令和７年５月 15 日（木）【必着】

５ 提 出 先 〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号

静岡県くらし・環境部環境局環境政策課 地球環境班

メールアドレス kankyoufron@pref.shizuoka.lg.jp

６ そ の 他

内容の問い合わせをする場合がありますので、お手元に控えを残してください。

＜フロン排出抑制法の問い合わせ先＞

地球環境班

電話 054-221-3781



【メール提出時の注意事項】

・PDF、Word ファイルは不可。

・提出する Excel データの名前は 6桁の登録番号のみとしてください。（例：101234）

・メール件名は「登録番号」と「会社名」のみご記入ください。（例 101234 株式会社静岡フロン）

・Excel にパスワードをかけないようにしてください。

・メールの送信履歴を保存ください。

【提出方法】


